
保安基準の主な取扱い・考え方保安基準の主な取扱い・考え方

・安全性の確保を最優先に考え、①高速道路等は運行しないこと、②交通の安全等が図られている場所において運行
する と 等を条件に 部保安基準を緩和する

別紙２

自動車として従来どおり適用される主な基準

すること、等を条件に、一部保安基準を緩和する。
・なお、適用される主な保安基準は以下のとおり。

緩和できる主な基準

高速道路等を運行せず 交通 安全等が図ら

バックミラーの装備 シートベルトの装備

高速道路等を運行せず、交通の安全等が図ら
れている場所において運行することを条件
に、以下の基準を緩和可能

・座席取付強度、シートバックの衝撃吸収
シ トベルト取付強度

衝突安全性能（寸法要件に適合していることを確認）

バックミラーの装備 シートベルトの装備

基準緩和マークの表示

・シートベルト取付強度
・座席空間、座席寸法
・年少者用補助乗車装置（ISO-FIX）

基準緩和マークの表示
（車両の前後） 条件に応じて緩和できる主な基準

車幅1300mm以下の車両の場合
二輪自動車の特性を持つことから以下の基
準を緩和可能

（参考）
軽自動車ナンバーの
装着

・内装材の難燃性

［二輪車の基準を適用する装置］
・灯火器
・制動装置

車両接近通報装置の装備

環境基準の適用
・騒音防止性能
・排ガス発散防止性能

・施錠装置

最高速度30km/h以下の道路のみ利用
する場合
事故実態に基づき死亡事故が極めて少ない

車両接近通報装置の装備
＊静粛性の高い電気自動車等の車両の接近を歩行者などに認識してもらうため、

一定車速で走行中に自動的に音を発生させる装置

ことから以下の基準を追加緩和可能
・インストルメントパネルの衝撃吸収
・シートベルトの装備、強度



超小型モビリティ認定制度の手続きの流れ

地方運輸局

別紙３

申請者（地方公共団体又は協議会※1）

②受付・ヒアリング①認定申請認定申請

定期報告書
【認定申請書】

・受付台帳、調査票

・車両の構造等に関するもの

助
言

③審査

定期報告書
の受領

検査実績
【複数台数の申請が可能】

台毎の車台番号必要

車両の構造等に関するもの
・運行の実施体制（運行地域、使用者の管理、運転者
の教育 等）に関するもの

・運行結果の報告体制に関するもの 等
・超小型モビリティに該当するものであること
・運行の実施体制 等
（必要に応じて 関係機関に意見照会）

情
報
収
集

軽自動車検査協会

⑤認定書 ④認定認定
検査実績
報告書の受領

（認定の通知）

・一台毎の車台番号必要

申請者 代理人等による

（必要に応じて、関係機関に意見照会）

地
方

⑥受付

⑦検査検査⑧車検証 検査実績とりまとめ

（認定の通知）
申請者、代理人等による
一台毎の現車持込

運
輸
局
等

検査報告

⑦検査検査⑧車検証

⑩定期報告定期報告

検査実績とりまとめ

・車検証の備考欄に基準緩和事項を記載

（現車確認）

運行結果を報告（毎年）

使用者

・地方公共団体 （都道府県、市区町村）

・自動車製作者

※1協議会の構成（例）・運営・管理状況
・車両の不具合、事故情報

・運行地域、安全
対策等の事前説明

※２ 超小型モビリティの認定を受
けた車両は、自動車の保管場所
の確保等に関する法律第５条の
規定に基づく届出（対象地域の
み）等、軽自動車の諸制度が適用
される。

使用者

⑨運運 行行

自動車製作者
・商工会議所
・民間法人 等

・認定書（写し）を
携行

される。



超小型モビリティを活用したまちづくりに向けて
■ 超小型モビリティ等をはじめとする電気自動車等（環境対応車）超小型モビリティ等をはじめとする電気自動車等（環境対応車）は、低炭素社会の実現低炭素社会の実現に資するとともに、

参考

人口減少・高齢化時代に対応するコンパクトなまちづくりにも適した交通手段コンパクトなまちづくりにも適した交通手段。

■ 国土交通省では、このような観点から、超小型モビリティ等の環境対応車の普及の取組み超小型モビリティ等の環境対応車の普及の取組みと、都市の低炭素
化、集約型都市構造の実現、高齢化社会への対応等持続可能なまちづくりに向けた取組み持続可能なまちづくりに向けた取組みを一体的に推進一体的に推進。

■ 今後も、利用環境の整備など関連社会資本の整備に向けた検討利用環境の整備など関連社会資本の整備に向けた検討（※１）やゼロエネルギー住宅との一体導入ゼロエネルギー住宅との一体導入な
ど（※２）の取組みの取組みをを連携して推進連携して推進し、低炭素まちづくりの実現、高齢者や子育て世代の移動支援等を通じた生活・
移動の質の向上を目指す。

中山間地近距離（５ｋｍ圏内）の

※１ 都市局（「先導的都市環境形成促進事業」）等との連携
※２ 住宅局（「環境・ストック活用推進事業」等）との連携超小型モビリティの導入による社会的効果

（「超小型モビリティの導入に向けたガイドライン」（平成２４年６月公表））

自然豊かな観光地域
～観光回遊・周遊～

中山間地
～日常の交通～

近距離（ 圏内）の
日常的な交通手段として

→ 買い物、地域活動、通勤・通学など、日常生活交通の「新たな交通手段の提
供」、「子育て層や高齢者の移動支援」

→ 人の流動・交流の活発化を通じた「地域社会の活性化」
→ 公共交通と結節した末端交通としての活用による「交通システムの最適化」、公共交通と結節した末端交通としての活用による 交通シ テ の最適化」、
「コンパクトなまちづくりとの融和」など

中心市街地（商業地・観光地）
～まちの回遊・観光回遊～

観光地・商業地での
回遊・周遊の際の移動手段として

郊外住宅地
～日常の交通～

大規模開発地区小規模配送やポーターサービス等

→ 立寄り地点・範囲の増加による「回遊性の向上」と「地域の魅力再発見」
→ 「観光地の魅力向上・集客増加」
→ 自然環境やまちとの調和による「地域の付加価値向上」 など

～まちの回遊・観光回遊～

中心市街地
～物流効率化～

大規模開発地区
～日常の交通～

小規模配送やポ タ サ ビス等
の配送手段として

→ 「荷捌き駐車問題の改善」
→ 「小規模・地域内物流の効率化」
→ 効率的な小口輸送の実現による「サービスの向上」 など


